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腹囲の男女差って・・・。
　受診をためらう理由に、「メタボ判定を受ける

のがちょっと・・・。」という人もいらっしゃる

のではないでしょうか？さらに、メタボ判定に使

用される腹囲の基準値が、男性が 85 ㎝以上、女

性が 90 ㎝以上となっているため、「男性の基準が

厳しい」と納得がいかない男性も多いのではない

でしょうか？

　これは、統計的に内臓脂肪面積が 100 ㎝ 2 以上

に相当する腹囲を男女それぞれで算出した数値で

す。内臓脂肪面積が 100 ㎝ 2 以上になると糖尿病

や高血圧など複数の検査値に異常が現れやすいと

いうデータからこの基準が決められました。男性

の腹囲の基準値が女性より小さいのは、男性に内

臓脂肪型肥満が多く、腹囲が大きくなり始めたら

早めの対策が必要だからです。
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敬老事業の見直しについて
　市では、結婚 50 周年を迎えられたご夫婦を対象に、

金婚を祝う会を開催してきましたが、竹原市におきま

しても高齢化が進み、平均寿命も延びるとともに、高

齢者個々の価値観や意識についても多様化してきてい

ることから、これまでの敬老事業を一部見直しました。

　敬老事業については、より多くの高齢者を対象とし

た事業へ見直しを行い、対象者が特定の人に限られる

金婚を祝う会の開催を今年度から取りやめ、その他、

敬老祝い金の対象者を変更し、地域で開催の敬老会へ

の補助金を拡充することとしました。

　高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよ

う、今後も地域で高齢者を支える取り組みを進めていきます。

問い合わせ　福祉課介護福祉係　☎ 22-7743
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たけはら三色レンジャー物語
パートⅡの完成！

　食べ物のはたらきで色分けした３色のレ

ンジャーが登場し、子どもたちとの会話の

中で、高齢者の生活習慣の問題点を見つけ、

食の改善を目指す内容の物語です。

　大型紙芝居のほか、プレゼンテーション

用のデータやテレビ視聴用のＤＶＤも作成

し、各種用途に対応できます。

　地域や施設などで、食について話をした

り学んだりする場で、ぜひ活用してください。

　貸出方法や詳しい内容などについては、

お問い合わせください。

問い合わせ　保健センター　☎ 22-7157
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●介護保険負担割合証を送付します

　介護保険サービスを利用する場合の利用者負担

は、これまで所得にかかわらず、サービスにかかる

費用の１割でしたが、介護保険制度の改正により、

８月からは、65 歳以上の人のうち、一定以上の所

得がある人は、サービスにかかる費用の２割を負担

することになります。

　８月からの利用者負担割合を記載した「介護保険

負担割合証」は、要介護認定を受けている全ての人

を対象とし、７月下旬に送付します。

　８月から介護保険サービスを利用する際には、介

護保険被保険者証とあわせ、負担割合証を提示して

ください。

介護保険制度のお知らせ
問い合わせ

福祉課介護福祉係　　☎２２-７７４３

●利用者負担が２割になるのは、次の①・②両方に

　該当する人です。

①介護保険サービスを利用している本人（65 歳以

　上）の合計所得金額が 160 万円（公的年金収入に

　換算した場合 280 万円）以上。

②年金収入とその他の合計所得金額の合計が、

　同一世帯における 65 歳以上の人数が１人の場合

は 280 万円以上。

　同一世帯における 65 歳以上の人数が２人以上の

場合は 346 万円以上。

※これらの条件に該当しない人の利用者負担は１割

　のままです。

●高額介護サービス費の上限月額が一部変更されます

対象者
上限月額

平成 27 年７月まで 平成 27 年８月から

生活保護受給者等 15,000 円 15,000 円

世帯全員が市民税
非課税で、所得金
額＋年金収入額が
80 万円以下の人

( 個人 )15,000 円
( 世帯 )24,600 円

( 個人 )15,000 円
( 世帯 )24,600 円

世帯全員が市民税
非課税で、上記に
該当しない人

24,600 円 24,600 円

市民税課税世帯 37,200 円 37,200 円

現役並み所得者（新設） ― 44,400 円

　同じ月に利用した介護保険のサービスの自己

負担額が一定額を超えたときは、申請により、

超えた部分が、高額介護サービス費として払い

戻されます。

　８月から、現役並み所得者を対象とした、新

たな上限月額（44,400 円）が設定されます。

同じ世帯に課税所得 145 万円以上の 65 歳以上

の人がいる場合に対象となります。

　ただし、同じ世帯にいる 65 歳以上の人の収

入の合計が 520 万円（単身世帯の場合は 383 万

円）に満たない場合は、申請により、月額上限

を 37,200 円に戻します。対象となる世帯には、

「基準収入額適用申請書」を送付しますので、

提出してください。

※居住費・食費・日常生活費などは除く。

適用要件 平成 27 年７月まで 平成 27 年８月から

所得要件 市民税非課税世帯

市民税非課税世帯
※世帯分離している配
　偶者も非課税である
　こと

資産要件 ―

預貯金等が一定額以下
であること
※単身で１，０００万円
　以下
　夫婦で２，０００万円
　以下

　介護保険の施設サービスやショートステイを

利用する人で、世帯全員が市民税非課税の人は、

申請により、居住費と食費の自己負担額に上限

が設けられています。

　平成 27 年８月からは、負担軽減の適用要件

が、次のとおり変更されます。

※前年度までとは、申請方法等が変わります。

　資産要件の確認のため預貯金通帳等の写しが

　必要となります。

●介護保険施設利用者の食費・居住費の負担軽減の適用要件が変わります

　介護保険法の改正により、利用者負担割合や高額介護サービス費の上限額等の一部見直しが行われます。

　介護保険制度の持続可能性を高めるため、みなさんのご理解・ご協力をお願いします。


